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介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。町
が運営し、40歳以上の方全員が加入者（被保険者）として保険料を納め、介護が必要となっ
た時には費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみになっています。
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行政の指定を受けた社会福祉法人、
医療法人、民間企業等が、
介護や支援のサービスを提供します。

●介護や支援が必要と「認定」を受
けた人はサービスを利用できます。
（介護が必要となった原因は問いま
せん。）
●第１号被保険者になると、出雲崎町
から「介護保険証」が郵送されます。

認定申請や、サービスを利用
する場合等に必要ですので
大切に保管してください。

40歳以上の人（被保険者）
被保険者は、年齢により 2種類に分かれます。

高齢者のみなさんが、住み慣れた地域で
安心して暮らせるようサポートします。

地域包括支援センター

出雲崎町（保険者）
●制度を運営します。
●要介護認定を行います。
●保険料の算定・徴収をします。
●サービスの確保・整備をします。

連携 連携

相談

第１号被保険者
（65歳以上の方）

●下記の「特定疾病」により、介護が
必要であると認定をされた人はサー
ビスを利用できます。
●要介護認定を受けた人には、介護
保険証が交付されます。

第２号被保険者
（40～ 64歳の方）

保険証（見本）
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■ 介護保険制度

●介護保険制度の目的としくみ
介護保険制度の目的は

自立した日常生活の支援です

自立した日常生活とは
住み慣れた地域で生きがいのある暮らしを自己決定できる生活のことであり、笑顔で、

その人らしく、生きている実感を持てることです。

介護保険法では、介護予防のため健康の保持増進に努めるほか、要介護状態になって
もリハビリテーションなどのサービスを利用することによって、自身の能力や状態の維
持向上に努めるものとされています。 （介護保険 第４条国民の努力及び義務）

介護サービス等でリハビリを行う。
「畑で野菜を育てたい！」
「畑まで歩けるようにしたい！」

自宅で転倒し、救急車で搬送される。
手術をしてリハビリを行い、自宅での
入浴や生活環境を整えるため、介護申
請をした。

ケアマネジャーや専門職から、自分のな
りたい姿に向けて何が必要か、くり返し
一緒に考えていく。

ケアマネジャーや専門職から身体状況
を確認してもらう。
元の生活に戻れるように必要な支援を
一緒に考える。


